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インクルーシブ教育の理念に基づく外国につながる児童生徒への教育支援
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要　　　旨
　本稿は，外国につながる児童生徒に対する教育支援において，インクルーシブ教育の理念を基に，日本語指
導の初期段階から，学級集団への参加を保障することの重要性について述べるものである。外国につながる児
童生徒が安心して学校生活を送るためには，日本語指導に加え，周囲との人間関係の構築，集団参加や居場所
づくりなどに係る支援など，まさにインクルーシブ教育の視点からの支援が必要である。散在地域と言われる
青森県の現状として，学校生活における外国につながる児童生徒のウェルビーイングに関する課題意識は低い。
今後は，日本語指導と併せて議論されるべき喫緊の課題である。本稿では，これまで外国につながる児童生徒
を受け入れた学校の事例を基に，日本語指導におけるインクルーシブ教育の理念に立った支援の重要性につい
て明らかにする。

キーワード： 外国につながる児童生徒，インクルーシブ教育，日本語指導が必要な児童生徒，居場所づくり，
ウェルビーイング

1　はじめに
　青森県は，外国につながる児童生徒の散在地域ⅰで
あるが，近年，日本語指導の重要性がクローズアップ
され始め，青森県教育委員会が，学校関係者及び日本
語指導に取り組んでいる指導者等を集めて連携協議会
を立ち上げるなど，共生社会の実現に向けた土台づく
りの機運が高まっている。
　筆者は，2016年度から2021年度まで， 6年間にわた
り，弘前市教育委員会の指導主事として，外国につな
がる児童生徒への日本語指導の事業を担当ⅱし，外国
につながる児童生徒の受入れや日本語指導に関する助
言，教職員向けの研修会の実施，日本語指導支援員の
派遣等に従事したことから，散在地域における日本語
指導の一端に少なからず触れてきた。
　「外国につながる児童生徒」と一括りにはできない
ほど，一人一人の育ってきた環境や文化は異なり，ま
た，一人一人の能力や特性も違うことから，訪日後，
市立小・中学校に転入してからの子どもたちの様子を

簡単に比較することはできない。しかしながら，筆者
の経験から，学校の対応によって，子どもたちの学校
生活への適応状況が変わってくるという事実は否定で
きないと感じてきた。
　弘前市の小中学校での受入れにあたっては，初期日
本語指導からはじまり教科学習指導への移行に向け
て，各校は指導計画を作成しながら支援を開始する。
併せて，日本語指導担当教諭の設置や日本語指導支援
員の活用を考慮しながら校内の体制を整備する。筆者
も，各校に日本語指導に係る情報を提供したり，校内
の課題解決に向けて共に協議したりするなど，外国に
つながる児童生徒が一日も早く登校，そして適応でき
るよう協働的に取り組んできた。
　しかし，実際は，学校により，その取組に温度差が
生じる。日本語指導の面では，日本語指導担当教諭を
設置しない学校や，日本語指導支援員に対応を丸投げ
する学校も見られた。結果的に，子どもたちの日本語
能力の伸長に差異が生じてくる。
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　また，学校生活への適応についても同様である。集
団に打ち解け，在籍する学級が自分の居場所となり，
笑顔で登校し，休み時間は友達と関わりながら過ごす
ことができるようになった子。反面，なかなか集団に
打ち解けられず，大人（教師や日本語指導支援員）か
ら離れなかったり，休み時間を一人で過ごしたりした
子も見られた。このような状況の違いは，筆者の経験
から，単に子どもの性格上の問題として片付けられな
い側面であると考えている。
　そこで本稿では，散在地域における日本語指導の現
状を取り上げながら，学校の対応によって，児童生徒
の日本語能力はもとより，学校生活への適応状況に差
異が生じる場合があることを支援に関する記録をもと
に明らかにする。また，安心して学校生活を送ってい
る児童生徒のケースを参考に，学校がどのような受入
れ方針のもと，必要な配慮を行ってきたか明らかにし，
そこから，インクルーシブ教育の理念に基づく外国に
つながる児童生徒への教育支援の重要性について課題
提起したいと考える。

2　研究の対象と方法
（ 1）研究の対象
　青森県内に在籍する又は在籍していた小学校の児童
のうち 2名を取り上げ，転入後からおよそ 2年後まで
の日本語能力の変化と学校への適応状況について比較
する。なお，この 2名は，筆者が指導主事として学校
を定期訪問しながら，継続的に関わった児童らであり，
在籍する学校の日本語指導の方向性が明らかに異なっ
たケースである。学校のとる指導の方向性は，筆者の
経験から大きく二分されるのだが，Ａ児の学校とＢ児
の学校は，それぞれの典型的な要素を有している。
　Ａ児・Ｂ児は，日本語を全く習得していない状況で
2019年に来日し，小学校に入ったという共通点を有し
ている。本来，比較対象としては，転入時期，学年，
母語等が類似した環境下の児童同士が望ましいが，散
在地域で同時期に年齢や母語を同じくする児童が似た
ような環境の小学校に転入することは現実的にあり得
ない。そこで，本研究の「学校の対応が外国につなが
る児童の学校生活への適応状況に大きな影響を及ぼす
ことを明らかにする」という目的に照らして，日本語
を全く話さない児童を同時期に受け入れた中規模の小
学校という条件を備えた二つの事例を取り上げ，学校
の日本語指導の方向性（指導方針，指導計画，指導体
制等）の違いに重きを置いて検証したい。抽出した児
童らの詳細は，表 1のとおりである。現在，Ａ児は小
学校に在籍中，Ｂ児はすでに中学生になっている。

（ 2）研究の方法
　日本語能力については，それぞれの児童が在籍した
学校の指導計画等を中心に，日本語指導及び教科指導
にかける時間，指導形態や指導体制など，指導の具体
的な手立てを取り上げるとともに，DLAの結果ⅲを基
に日本語能力の成長度合いを確認する。
　学校への適応状況については，市教育委員会が派遣
している日本語指導支援員の活動記録と，当時，担当
指導主事であった筆者が定期的に学校訪問した時の記
録を基に，学校生活における児童の適応状況，個別指
導の際の様子，集団参加の様子，休み時間の様子，担
任教師との関係性などについて抜き出し，各児童が学
級に馴染み，安心して学校生活を送っていたかについ
て読み取る。なお，日本語指導支援員の観察記録を主
な資料としたのは，年間を通して通時的に児童を観察
したものであること，日常の些細な出来事や児童の言
動等を拾い上げていることから，定時的なアンケート
調査と違い，むしろ客観的な資料として扱うことがで
きると判断したからである。
　これらの資料から，本研究では，それぞれの学校の
対応とＡ児・Ｂ児の日本語習得状況や適応状況を比較
し，学校の対応がどのような影響を与えるかを分析す
る。その上で，考察においては，青森県内の他の事例
についても参照しつつ，インクルーシブ教育の理念に
立って，日本語指導が必要な児童生徒を受け入れるに
あたって学校に求められる姿勢や取組について検討す
る。

Ａ　

児 

転入月日 2019年 4 月 1 日 

年齢 6 歳 

転入学年 １学年入学 

出身国 中国 

母語 中国 

日本語の習得 なし 

家庭内言語 中国語 

両親の日本語 父が日常会話程度 

Ｂ　

児 

転入月日 2019年 1 月下旬 

年齢 11歳 

転入学年 5 学年 

出身国 ネパール 

母語 ネパール語 

日本語の習得 なし 

家庭内言語 ネパール語 

両親の日本語 父が日常会話程度 

表 1　 2名の対象児童の転入時の状況
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3　分析
（ 1）各在籍校の日本語指導に係る大まかな指導計画
　Ａ児の学校は，表 2のとおり， 1か月単位で大雑把
な指導計画を設定している。Ⅰ期には，体調不良の場
合，自分から申し出ることができるようにサバイバル
日本語から指導した。同時に，各教室の機能や日課に
ついて体験的に学ぶことを優先した。支援方法は，入
り込み支援で，Ａ児の傍らに日本語指導支援員が付き
添い，必要に応じてジェスチャーと簡単な中国語を交
えながら，集団行動ができるよう促した。この間，取
り出し指導は，必要に応じて行う程度に留めた。

指導時期 指　導　内　容 指導形態
Ⅰ期　 4週間 サバイバル日本語

スタートカリキュラム
を通して学校生活を理
解させる。

一斉指導
及び
入り込み支援

Ⅱ期　 4週間 日常会話
日本語の読み
（一日に 2時間程度）

一斉指導
及び
取り出し指導

Ⅲ期　 8週以降 日本語読み書き　
当該学年の学習
（一日に 2時間程度）

一斉指導
及び
取り出し指導

　 4週間のスタートカリキュラムが終了し，本格的に
学習指導が開始となる 5月に入ったⅡ期では，一日 2
時間程度の取り出し指導で，主に会話と文字の読みを
中心に日本語指導を行った。
　 8週が過ぎたⅢ期では，取り出し指導を継続する中
で，日本語の語彙を増やす活動や書字，学習で未定着
の部分を補充するための指導を行った。
　一方，Ｂ児の学校は，Ⅰ期の 6週間，教育センター
での活動を要請。Ⅱ期では，徐々に登校時間を増やし
ながら給食までの登校とし，午後は引き続き教育セン
ターに移動し，日本語指導を行う，学校と教育センター
との併用で支援した。Ⅲ期では，日本語指導支援員が
派遣され，終始付き添われながら一日の日課を終える
ことができた。
　なお，Ｂ児は2019年度 5学年に転入したが，保護者
の希望により，2020年度も 5学年に原級留置している。

指導時期 指　導　内　容 指導形態
Ⅰ期　 6週間
（教育センター）

サバイバル日本語
日常会話，社会体験や
適応指導教室の児童ら
との関わり

個別指導

Ⅱ期　 5週間
（在籍校と教育
センター併用）

学校生活体験及び日本
語読み書き
2～ 3時間の部分登校
その後　教育センター
で日本語学習

学校では取り出し
指導
教育センターでは
個別指導

Ⅲ期　10週後
（在籍校）

日本語読み書き　
基礎学習（主に計算）
（一日に 4時間程度）

取り出し指導
及び
一斉指導

（ 2）各在籍校の指導計画から見える方向性の差異
　Ａ児の学校は，初期日本語指導の 4週間を「スター
トカリキュラム」の中で実施し，その内容として，「サ
バイバル日本語」を中心に学校生活に必要な日常語を
取り上げている。技能として，主に「聞く」「話す」
ことを優先して指導しており，必要に応じて，校内を
巡りながら，具体的な場面を設定して生きた発話の練
習に取り組んでいた。例えば，保健室に行きながら「お
腹痛い」と体調不良を知らせる練習をしたり，担任に
向かって「トイレ行く」と申し出る練習をしたりして
いた。
　指導体制は，Ⅰ期では，取り出し支援をできるだけ
行わず，取り出し支援を行う際は，担任が選定した学
習内容を日本語指導支援員が中心となって行った。入
り込み支援は，一斉授業の中で同支援員が様子を伺い
ながら必要に応じて寄り添って支援した。支援員は
ジェスチャーと簡単な母語を交えながら，集団での活
動が滞らないように支援した。Ａ児は，一斉指導では，
授業内容を理解するというより，授業に参加し，集団で
の学びを体験するという意味合いが強い状況であった。
　Ⅱ期に入ってから，一日に 2時間程度の取り出し指
導による本格的な日本語学習を開始したが，Ａ児は，
教室での一斉授業への参加を望んだことから，取り出
し指導を嫌がる一面も見られ，その際は，一斉授業に
参加させた。
　 8週が過ぎたⅢ期からは，取り出し指導を継続する
中で，日本語の語彙を増やす活動や書字，学習で未定
着の内容を補充するよう支援した。
　Ａ児の学校の指導の方針として優先されたことは，
日本語の習得と併せて，学校生活及び学級の雰囲気に
慣れること，また，所属する集団での活動や周囲との
やりとりに参加させることであった。転入後，筆者が
Ａ児の様子を観察するために，学校訪問した際，当時

表 2　Ａ児の学校の指導計画

表 3　Ｂ児の学校の指導計画
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の校長は「周囲と一緒に学校生活を体験しながら，日
本の学校のことを分かってもらいたい。まずは慣れて
もらいたい。会話の文脈や活動の意味は，後から理解
すればいい。」と話しておられたのが印象的だった。
　また，Ａ児の学校は，保護者とのやりとりの際，必
要に応じて，母語話者を独自で探し，依頼して，通訳
してもらいながら面談していた。言葉の壁によって意
思疎通が困難な状況を打開し，保護者にも安心しても
らうための手立てであった。
　Ｂ児の学校は，初期日本語指導を校内で行うことを
躊躇した。理由は，学級担任が外国につながる児童を
受け入れた経験がなく，日本語指導を行った経験もな
いということ，また，Ｂ児の姉弟が転入した同じ学区
の中学校の対応に歩調を合わせたからであった。校長
は教育委員会と協議し，初期日本語指導を教育セン
ターで行うよう依頼した。
　Ⅰ期の支援として，教育センターでは，日本語指導
支援員が一日に 2時間程度個別に初期日本語を指導し
た。内容は，主に「サバイバル日本語」であった。期
間はおよそ 6週間である。
　その間，Ｂ児の学校は，指導の方向性や校内体制に
ついて検討した。はじめは，一日 2時間の部分登校か
ら開始し，その後，徐々に学校で過ごす時間を増やす
という計画であった。日本語指導の担当は，主に日本
語指導支援員であった。また，校長が日本語指導につ
いて直接指示した。Ⅱ期になっても，給食指導は個別
で行った。登校を開始したにも関わらず，在籍する学
級での学びや集団に入る機会が少ない状況を不安に
思った筆者は，指導体制について協議する中で，学校
に対し，集団に加わる機会を設定することの重要性に
ついて伝えたところ，校長は「遅刻や学習用具の不備
が目立つ。担任の負担が増えることから，基本的な生
活習慣が身についた後に集団活動の機会を増やす予
定。それまでは個別に指導する。」と話しておられた。
　Ⅲ期に入ってからも，個別支援の時間が多く，在籍
学級で同級生と一緒に活動したり授業を受けたりする
時間は，一日に 2時間程度であった。
　Ａ児の学校とＢ児の学校の対応は，大きく異なるも
のであった。校長の方針・方向性に，以下のような違
いが見られた。
　一つ目は，日本語指導及びその他の時間の設定の仕
方である。Ａ児の学校は，日本語指導以外の時間は集
団参加の時間として学級で過ごす機会と捉えた。Ｂ児
の学校は，日本語指導以外の時間は，生活習慣を指導
する時間として，個別指導を中心に行った。この点に
おいて，Ａ児とＢ児の学校での過ごし方に大きな違い

が生じた。
　二つ目は，主な指導者である。Ａ児の場合は，学級
担任の指示のもと，日本語指導については日本語指導
支援員が中心となって行い，それ以外の時間は担任が
一斉指導の中で行った。主な指導者は，担任である。
Ｂ児の場合は，校長の指示のもと，日本語指導は日本
語指導支援員が中心となって行い，それ以外の生活指
導等は校長が中心となって行った。主な指導者は，担
任以外（校長）である。
　換言すれば，Ａ児の学校は「担任が中心となって集
団参加を積極的に取り入れた指導体制」と言え，Ｂ児
の学校は「校長が中心となって個別指導を積極的に取
り入れた指導体制」と言うことができる。
（ 3）転入 1年後および 2年後の日本語能力
　Ａ児及びＢ児とも，2019年度末及び2020年度末に
DLAを実施し，日本語能力について状況を把握した。
実施の方法は，筆者及び日本語指導支援員が学校で一
定の時間を設定してもらい，個室にて， 4技能につい
て検査した。その後，検査の音声を録音したものを
チェックシートに起こし，点数化した。結果は，在籍
校はもとより，保護者に対しても在籍校を通じて報告
している。表 4及び表 5にＡ児，Ｂ児のDLAの結果
について 2カ年分を示す。
　Ａ児は，転入後 2年の段階で，「読む」技能に課題
は見られるものの，語彙数が増えるとともに，「話す」
「書く」「聴く」技能とも向上しており，全体評価のス
テージが 4に到達している。ステージ 5からは，自律
学習の段階であることから，着実に日本語能力を身に
付けていると言えよう。
　Ｂ児は，転入後 2年間での成長があまり見られな
かった。語彙数は， 1年目末に覚えた言葉を忘れてい
た状況であり，「話す」「読む」「書く」の技能もさほ
ど向上しなかった。よって， 2年後も，初期支援段階
のままであった。
　二人の成長ぶりには，非常に大きな差があったと言
える。

転入 1年後　　実施日　2020. 2. 14
導入会話 名前，学年，年齢を回答。兄弟が未習。
語彙数チェック 47％（26/50）
話す 得点　2.2/5
読む 得点　1.5/5（テキストＢ）
書く 得点　2.3/5（課題W1）
聴く 得点　4.4/5（課題A1・B4）
全体評価 ステージ 3　個別学習支援段階
転入 2年後　　実施日　2021.2.3　　

表 4　Ａ児のDLAの結果
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導入会話 友達 5人挙げる。好きな教科を回答。
語彙数チェック 87％（48/50）
話す 得点　3.8/5
読む 得点　2.3/5（テキストC1）
書く 得点　3.8/5（課題W3）
聴く 得点　4/5（課題B5）
全体評価 ステージ 4　個別学習支援段階

転入 1年後　　実施日　2020. 2. 19　　
導入会話 名前，誕生日，姉弟について回答。
語彙数チェック 44％（24/50）
話す 得点　1.6/5
読む 得点　1.3/5（テキストＢ）
書く 得点　1/5（課題W1）
聴く 得点　3/5（課題A2・B4）
全体評価 ステージ2　初期支援段階
転入 2年後　　実施日　2021.1.20　
導入会話 給食，体育，卓球が好きと回答。
語彙数チェック 29％（16/50）
話す 得点　1.8/5
読む 得点　1.7/5（テキストＢ）
書く 得点　1.6/5（課題W1）
聴く 得点　3.5/5（課題A2・B4）
全体評価 ステージ 2　初期支援段階

（ 4）学校への適応状況とその背景
　ここでは，Ａ児，Ｂ児の学校生活への適応状況につ
いて取り上げ，その背景にある要因を分析する。適応
状況を見るにあたっての観点は，次の 3点である。
　一つ目は，登校状況である。欠席や遅刻，授業への
参加等についてどうか。二つ目は，学校における居場
所についてである。休み時間など，周囲の児童との関
わりが見られているか。三つ目は，指導者との関係で
ある。担任教師や支援する大人を慕い，困った時に申
し出たり，自分のことを積極的に伝えようとしたりし
ているか。
　適応状況を検討するにあたって基にする資料は，弘
前市の日本語指導支援員が記録している勤務日誌ⅳで
ある。Ａ児，Ｂ児とも，転入後から毎日，両校に日本
語指導支援員が派遣され，傍らで観察し，児童らの様
子を記録している。
　Ａ児とＢ児の転入 1年後の適応状況を比較するた
め，まず，2020年度の勤務日誌をもとに，登校の様子，
集団における居場所（周囲との関わり），指導者との
関わりの 3つの観点から適応状況を整理した表を作成
した。表 6および表 7である。
 

Ａ児　　2020. 4月～ 2021. 3月

1
学
期

登　校
の様子

・ 4 /20からコロナ感染予防のため欠席
・ 5 /19から登校再開
・その後，欠席・遅刻・早退等の記録なし

集団に
おける
居場所

・新入生歓迎会でメッセージを発表する。
・音読発表でクラス全員から拍手もらう。
・女子 2名とねぷた集会を楽しんでいた。

指導者
との関
わり

・本児の希望で紙芝居を図書室に探しに行った。
・支援員とおしゃべりしながら学習に励む。
・友達や両親のことをよく話してくれる。

2
学
期

登　校
の様子 ・無遅刻無欠席（11月）他はなし

集団に
おける
居場所

・音読についてクラスの子から称賛を得た。
・昼休み友達と鬼ごっこをしている。
・遠足では終始笑顔でゲームを楽しんだ。
・中休み友達と雪だるまを作って楽しんだ。

指導者
との関
わり

・夏休みの生活について報告があった。
・他児とのトラブルを相談した。
・担任の発問に対し挙手して発表した。
・テストで支援を求めずに終え満足の表情。

3
学
期

登　校
の様子 ・欠席・遅刻・早退等の記録なし

集団に
おける
居場所

・全員の前で音読を披露，練習の成果を発揮。
・学校行事でセリフを述べた。

指導者
との関
わり

・父が一時帰国から戻ったと嬉しそうに話した。
・提示した作文の課題を受け入れ，取り組む。
・腹痛を訴えていた。

Ｂ児　　　2020. 4月～ 2021. 3月

1
学
期

登　校
の様子

・欠席はないが遅刻が目立つ。
・ 1時間目眠気に襲われ寝てしまうこともある。
・遅刻が目立つ　頭髪の汚れが目立つ。
・遅刻が目立つ　登校後に捕食させる。

集団に
おける
居場所

・ 「友達はいません。ネパールいる。」と述べた。
・ドッジボールを見に行くが参加しない。
・給食委員会の当番を頑張った。
・中休みはサッカーをして遊ぶ。

指導者
との関
わり

・担任にクラブの所属について尋ねられない。
・洗髪して校長に褒められる。
・怪我の包帯姿を心配した担任に，見せない。
・ 担任に遅刻の理由を述べられず 5分立ち尽
くす。

2
学
期

登　校
の様子

・欠席はないが，遅刻が目立つ。
・頭髪・服装に清潔感がない様子。
・遅刻が目立つ　清潔感がない。

集団に
おける
居場所

・周囲と話す人について「いない」と言う。
・休み時間は誰とも話さず淋しそうに過ごす。
・友達いないとアンケートに回答。
・周囲との活動場面では座ったまま動かない。

指導者
との関
わり

・校長に平仮名忘れを指摘され暗くなった。
・校長は平仮名が未定着だとがっかりしていた。
・卓球ラケット購入　担任には見せず。
・1年教室で授業を受けさせられ，校長を嫌がる。
・校長に叱られ支援員に色々話すようになる。

表 5　Ｂ児のDLAの結果

表 6　Ａ児に関する勤務日誌の記録より（抜粋）

表 7　Ｂ児に関する勤務日誌の記録より（抜粋）
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3
学
期

登　校
の様子 ・頭髪・服装に清潔感がない様子。

集団に
おける
居場所

・スキー用具をPTAが用意　教室に参加。
・学校行事では周囲のサポートがない。

指導者
との関
わり

・宿題忘れで校長に叱られる。
・支援員の似顔絵を描き，感謝を表した。

　表 6と表 7を比較すると，Ａ児とＢ児では，転入 1
年後の適応状況に大きな差があることがわかる。以下
では，2020年度以外の支援員の勤務日誌や，筆者が学
校訪問をした際の観察記録等も踏まえて，Ａ児とＢ児
の適応状況の違いを記述していく。　
　Ａ児の登校状況は，新型コロナ感染予防以外の遅刻
や欠席がなく，安定した登校ぶりであった。転入して
間もない時期の勤務日誌によれば，Ａ児は，日本語指
導支援員が翻訳機を使ったり自身で調べたりしなが
ら，母語によるコミュニケーションを図ろうとしたこ
とで心を開き，自分から日本語で発話しようとする姿
が観察されている。また，学級にいる時間は，周囲の
動きを見ながら行動したり，一緒に活動したりし，集
団活動に参加しようとする意欲が見られるとの記載も
みられる。また，周囲の児童についても，受入れ時か
らＡ児に友好的に接している姿が観察されている。
　こうした児童の姿の背景には，筆者が学校訪問した
際に垣間見た担任の配慮もあったと思われる。例えば，
Ａ児の転入にあたって，担任は学級指導で周囲の児童
に対し，外国につながる児童が転入予定であること，
文化の違いを認め合うこと（除外しないように），学
校生活では身振りを使ってコミュニケーションを図る
ことができるなどについて，事前に指導していた。担
任は，Ａ児が学級の一員として加わる風土を学級集団
の中に醸成したことによって，Ａ児はもとより，周囲
の児童らも，互いに異なる文化に接しながら共生して
いく姿につながったものと推察される。
　また，担任は，日本語指導支援員とも打合せを重ね，
その時間の支援内容を的確に実施し，Ａ児が不安にな
らないように配慮していた。Ａ児は，相談がある時，
担任のところに支援員と共に出向き，意思表示しなが
らやりとりし，状況の理解を得て，安心して過ごせる
関係性を築いていった。
　記録によると，最もＡ児が喜んだエピソードは，Ａ
児が描いた絵が一斉指導の中で紹介された場面であっ
た。担任がＡ児の作品の良さを全体で紹介したことは，
直接Ａ児を賞賛したことに繋がったのに加え，周囲の
児童もＡ児を認め，互いに尊重し合うきっかけとなっ

た。夏休み後は，日本語をやや忘れ，個別指導の時間
が増えたようだが，転入後半年となる2019年10月には，
周囲の児童とゲームや鬼ごっこをする様子が記録さ
れ，集団の一員として学級が居場所となった様子が報
告されている。
　一方，Ｂ児の登校状況は，遅刻が日常的であった。
これは， 1年間，改善されないままであった。
　集団における関わりでは，休み時間を一人で過ごす
ことが多く，Ｂ児から，同級の児童らに話しかけるこ
とは極めて少なかった。また周囲からＢ児に話しかけ
る様子もあまり見られなかった。
　Ｂ児は，個別指導の時間が長く，日本語指導支援員
が退勤した午後の授業を在籍学級で過ごしたり，特別
支援学級で過ごしたりした。その結果，周囲の児童ら
がＢ児とのコミュニケーションのきっかけを見いだせ
なかったようである。また，指導や支援の多くを日本
語指導支援員が行っており，Ｂ児にとっては，身近な
支援者が日本語指導支援員であり，担任との距離を感
じていたようだ。よって，表 7にもあるように，担任
の前で発言に戸惑い立ち尽くした場面があったり，購
入したラケットを担任に見せなかったりという行動が
記録されている。学級では，Ｂ児の母国や母語，異文
化理解に関する学習活動は行われておらず，学級の児
童もＢ児との接点を見いだせないまま過ごしていたと
思われる。
（ 5） 2つの小学校の対応の違いから見えてくる課題
　前節のＡ児とＢ児の記録から明確になったことは，
学校の受入れ方針の違いによって，児童の学校生活全
般に大きな差異が生じたということである。言うまで
もなく，子どもは一人一人，学ぶペースや性格に違い
がある。しかし，Ａ児とＢ児のケースにおいては，学
校の指導方針及び対応が対照的と言っていいほど異
なっており，二人の日本語習得状況や適応状況の違い
が極めて大きいことを踏まえれば，その違いを子ども
個人の素質に還元することは適切ではないと考える。
　Ａ児は，早くから学級に参加することができ，周囲
の児童との関係を築く中で自然に日本語を話したい，
交流したいという気持ちを抱くことができたのに対
し，Ｂ児の学校生活は，個別指導の時間が大半で，同
じ年代の児童らと関わる時間が保障されなかった。そ
のことで，周囲との関係構築の機会は少なく，いわゆ
る「楽しい学校生活」とは無縁のものとなっていった。
周囲との交流が少ないことが，日本語を学びたいとい
う動機の形成を困難にし，また，日本語を自分から話
す機会をも奪っていたと考えられる。
　Ｂ児の学校は，課題であった基本的な生活習慣を身
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につけさせることを第一課題と捉え，その課題を解決
してから，次の段階の指導へ移行するという指導方針
であった。だが，それは，Ｂ児がこれまで身につけて
きた生活習慣や文化を尊重してのことであったのか，
疑問が残る。Ｂ児は今まで母国で行ってきた「自分に
とって当たり前」の生活様式が否定され続けるととも
に，日本式生活習慣に無理矢理移行させられたのだ。
Ｂ児の自尊感情や学校における居場所づくりは，教育
の課題として捉えられることはなかったのだろうか。
　筆者の観察によれば，本来，Ｂ児は，明るく周囲と
の交流を求める性格であった。文化の違いに対する配
慮や母文化が尊重される環境の中で早い時期から学級
に参加することができ，周囲との関係が築けていたな
ら， 2年後には異なる姿が見られた可能性は高いと考
える。
　以上のように，学級集団への参加や日本語指導の進
め方等に関する学校としての指導方針や指導体制は，
個々の児童の日本語能力の向上や，安定的な学校生活
に大きな影響が与えると言える。
　それに加えて，学級担任の指導の在り方もまた，児
童の日本語能力や学校適応に影響を与える重要な要素
であろう。学校の教育活動は校長の指導方針に沿って
行われるものであるが，実際には，学級担任によって
具現化される。学級担任の指導力は，外国につながる
児童の受入れにおいて，最重要な課題と言っても過言
ではない。
　筆者は，指導主事時代に，学校への定期訪問の際，
次のような場面に遭遇した。Ａ児・Ｂ児とは別の外国
につながる児童の授業参観の場面である。対象児童は，
小学校 2学年在籍でフィリピン出身の女児であった。
その児童は小学校入学前から日本で暮らしていたが，
家庭内言語が母語主体であったことから，入学後も日
本語指導が必要な児童として，日本語指導支援員を派
遣しながら日本語及び学習の支援を行っていた。
　参観したのは国語の授業であった。筆者が教室に入
室した時，担任教師は，本児の日本語の力を見せよう
と配慮したか，音読の場面で指名し，本文を読ませた。
しかし，本児は緊張のあまり辿々しい読みになってし
まい，赤面したまま着席した。音読が終わると，本文
の解釈の場面になった。文脈の確認を進めながら，担
任は本児を再度指名し，段落の粗筋を説明させた。本
児は説明に困り，黙って立ち尽くした。その時，担任
が本児に向けた言葉は「そのままでは，日本人みたい
に日本語が上手になれないよ。」であった。筆者は唖
然としたことを思い出す。本児の置かれている状況が
あまりにも過酷で理不尽であったことに驚いた。

　このエピソードは，教室の現状を物語っている。担
任教師によるハラスメントにさえ思われるが，この出
来事の要因は多文化共生に関する教師の認識不足に他
ならない。この担任教師は，本児を「日本人のように」
育てようとしていたのである。日本人と同じように日
本語を駆使し，そして日本社会で生きていける日本的
感覚や知識を身につけさせることを指導の最優先課題
としていた。この担任教師は，日々，熱心に指導して
いたし，厳しく接しながら日本人と遜色ない語彙力や
表現力を身につけさせることが指導者の使命だと信じ
てやまなかったのである。
　筆者が関わったフィリピン出身の女児，そしてＢ児
も，学校及び学級担任の多文化共生に関する指導にお
ける認識不足が明らかになった事例と言えるのではな
いだろうか。
　このような教室の風景を生じさせないためには，学
校としての指導体制を構築する管理職も，そして，学
級担任も，多文化共生における指導者としての認識，
例えば，外国につながる児童を受け入れるには，どの
ような事前準備や配慮が必要か，どのようなことに留
意すべきか，母国・母語の尊重とはどういうことか，
などについて具体的に学ぶ必要があろう。
（ 6）インクルーシブ教育の理念からの捉え
　こうした課題を考えていくにあたって，近年の学校
において重要な概念となるのが，インクルーシブ教育
の理念である。
　2016年，我が国が，障害者差別解消法ⅴに批准して
から，インクルーシブ教育の重要性がクローズアップ
されてきた。インクルーシブ教育においては，障がい
の有無に関わらず，同じ学習環境で学ぶことが権利と
して認められ，そのための合理的配慮の提供，基礎的
環境整備が求められる。
　インクルーシブ教育は，障がいの有無という点にお
いては，特別支援教育の範疇であるが，見方を変えれ
ば，様々な個性や特性をもった児童が同じ環境の中で
学ぶことに向けた理念，共生社会実現のための理念と
しても捉えることができる。この解釈において，多様
な文化の共生も含め，互いに認め合い同じ環境で学ぶ
ための配慮は，まさに合理的配慮と言えるのではない
だろうか。同じく，教室内の掲示や座席の配置の工夫
は基礎的環境整備と言えるのではないだろうか。筆者
は，Ａ児の学校が取り組んだ実践から，外国につなが
る児童への配慮は，まさにインクルーシブ教育の理念
そのものであると感じている。
　そこで，次節では，外国につながる児童の受入れに
あたり，インクルーシブ教育の理念をもとに，どのよ
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うな配慮，工夫が考えられるのか，Ａ児の事例や青森
県における他の事例も参照しながら，考察していきた
い。

4　考察　― インクルーシブ教育の視点から
（ 1）Ａ児の学級集団への参加がもつ意味
　まず，本稿で分析してきたＡ児の事例を，インクルー
シブ教育の理念から考察してみたい。インクルーシブ
教育の理念では，「基本的な方向性としては，障害の
ある子どもと障害のない子どもが，できるだけ同じ場
で共に学ぶことを目指すべきである。」ⅵとしている。
これは，「同じ社会に生きる人間として，互いに正し
く理解し，共に助け合い，支え合って生きていくこと
の大切さを学ぶ」ということを目的としている。外国
につながる児童にとって言葉の壁があることを踏まえ
ると，転入直後に，教科学習の一斉指導に加わること
の意義をなかなか見いだせないように感じられる。し
かし，Ａ児の学校は，学級の雰囲気に慣れること，日
本語を聞かせること，Ａ児も含めて児童らが学級集団
の一員であることの理解を優先させた。
　このことは，同じ社会に生きる人間として，互いに
理解し，助け合う仲間として認め合う素地を養う時間
であった。日本語によるコミュニケーションが不十分
なまま，一斉授業に参加することは，無意味な時間を
費やしているように思われる。しかし，集団への帰属
意識や周囲との関係構築，ひいては周囲の児童との相
互理解を開始することに重要な意味を持つ。外国につ
ながる児童にとって，一斉授業への参加は，まさにイ
ンクルーシブ教育的配慮と言えるのである。
　たとえ日本語が十分でなくても，日本語指導が必要
な児童が学級集団への参加や他の児童との交流を好む
ケースは多い。弘前大学教育学部多文化リソースルー
ムが取り組んだ日本語支援においても，そうした児童
らの姿が確認できる。同事業では，支援を受けた児童
に対し，母語通訳を入れた聞き取り調査を行っている
が，三つの小学校の事例で，そうした発言を確認する
ことができる。
【Ｓ小学校の児童インタビュー（抜粋）】ⅶ

Ｑ「先生からやってもらったり言ってもらったりして
嬉しかったことは何かある？」
Ａ「一人勉強を渡すとき。ちょっと渡してくれって頼
まれたとき。」
Ｑ「（日本語）支援は役に立ちますか？良いですか？」
Ａ「はい，良いんだけど，やっぱりみんなと一緒にや
りたい。」

【Ｗ小学校の児童インタビュー（抜粋）】ⅷ

Ｑ「学校で何をしている時が一番楽しい？」
Ａ「楽しい。こま遊びが一番楽しい。友達と遊んでいる。
いつでも友達はたくさんいる。」
【Ｚ小学校の 2名の児童インタビュー（抜粋）】ⅸ

Ｑ「どんなことでも話せる友達はいる？」
Ａ 1「友達はたくさんいる。」
Ｑ「クラスの友達と日本語でおしゃべりする？どんな
こと？」
Ａ 1「新しいゲームとか。家はどことか。」
Ｑ「勉強のことや生活のことも含めて，色々と気軽に
相談できる先生はいる？」
Ａ 1「一回話したことある。あまり話さない。」
Ｑ「日本語のクラスは楽しくなかった？」
Ａ 2「楽しくなかった。」
Ｑ「どうして？」
Ａ 2「みんなと一緒に勉強したかったから。」
Ａ 1「日本語のクラスがあってよかった。いっぱい新
しい言葉習ったから」。
　この児童らは学校生活の中で，総じて周囲の日本人
の児童と遊んだり勉強したりする時間を楽しんでい
る。そして，日本語の取り出しについては，肯定的な
児童もいるものの，Ｓ小学校の児童と，Ｚ小学校のう
ち 1名の児童は，「みんなと一緒に勉強したかった」
という趣旨の回答をしている。
　それぞれの児童の日本語学習の状況を見ながら判断
する部分もあるだろうが，児童の視点に立てば，でき
る限り学級で他の児童とともに学べるような指導体制
が望ましいと言えるだろう。
（ 2）合理的配慮としての母語の活用
　Ａ児の学校では，学級担任と日本語指導支援員とが，
日々，打合せをしながら，Ａ児の指導計画を見直して
いった。その際，担任の留意事項に「母語を発話させ
る時間の保障」があった。個別指導の時間は，主に，
日本語指導支援員が担任の指示を受けながら，日本語
指導を行う。その際，日本語指導に偏重せず，母語で
発話させる機会をつくるよう担任からの指示があっ
た。日本語指導支援員は，翻訳機を介しながら，母語
を聞かせたり，支援員自身も児童の母語を発話したり
してコミュニケーションを図ろうと試みた。このこと
が，外国につながる児童の笑顔を引き出すきっかけに
つながったと記録されている。この事実は，外国につ
ながる児童の内面の安定に大きく関わっていると思わ
れる。
　インクルーシブ教育の視点から，母語を扱うことは
どのように理解することができるだろうか。それは，
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児童が育ってきた言語文化への回帰であり，母国の尊
重である。同時に，母国・母語を思い出すノスタルジッ
クな時間であり，日本における多文化理解を実感する
時間でもある。つまり，母語を尊重することは，外国
につながる児童にとって，なくてはならない配慮，ま
さに合理的配慮であると言えよう。
　Ａ児を支援していた日本語指導支援員は，児童とコ
ミュニケーションを図ろうと，母語について学んだこ
とで，対象児童との距離が一気に近づいたと振り返っ
ていた。日本語指導における母語の扱い，とりわけ，
児童が母語を発話する機会の保障は重要視されるべき
事柄であろう。
　残念ながら，青森県内の学校及び教育委員会におい
て，母語を尊重する取組は，これまでほとんど行われ
てこなかったⅹ。
　弘前大学教育学部多文化リソースルームが2020年度
に県内のすべての小中学校445校を対象として実施し
た「日本語指導が必要な児童生徒の教育及び多文化共
生教育に関する調査」ⅺにおいて，「外国につながる児
童生徒のために，学校として行っている支援」として，
65校から回答が寄せられている。
　①教科学習において個別指導を行っている。（19校）
　②支援員の派遣を要請した。（13校）
　③保護者との連絡を密にしている。（10校）
　④異文化理解，偏見への注視。（ 8校）
　⑤個別に日本語指導を行っている。（ 3校）
　概観すると，学校が注力しているのは学習指導であ
り，そのための支援員の要請が多い。また，保護者と
密に連携を図ろうとしている様子もうかがえる。異文
化理解や偏見のない集団づくりを意識している学校も
8校見られた。学校独自の日本語指導は稀であるよう
だ。
　「学校現場として課題だと感じていること」への回答
は，67校から寄せられている。主な回答内容を挙げる。
　①保護者との意思疎通の難しさを感じる。（28校）
　②指導者不足，担任の負担が増加している。（16校）
　③日本語指導及び日本語習得の困難さを感じる。（11校）
　④教科学習の習得の難しさを感じる。（ 9校）
　⑤アイデンティティ育成の難しさを感じる。（ 7校）
　学校が困難さを感じているのは，保護者対応，指導
者不足や担任の負担増であることがわかる。外国につ
ながる児童生徒のアイデンティティの育成に触れる回
答も見られたものの，教育相談体制を構築するなど，
児童生徒の内面の安定に向けた具体的な取組は皆無で
あった。
　インクルーシブ教育の理念に立てば，異なる文化背

景を持った子どもが学級で共に学ぶにあたっては，そ
れぞれのアイデンティティへの配慮が欠かせない。母
語を尊重した取組は，今後，積極的になされるべきで
あると考える。
（ 3）基礎的環境整備としての教室環境及び全体指導
　インクルーシブ教育の理念について考える上で，以
前，筆者が関わった児童（以後Ｃ児と表記する）への
支援の取組から，教室環境等の整備について検討して
おきたい。この学校では，Ｃ児の転入に際し，学級の
黒板には，「ようこそ○○小学校へ」という意味の母
語による飾りを掲示した。次に，教室等の掲示物に，
Ｃ児の母語で最低限の注釈の表示を行った。それに
よって，Ｃ児は安心感を覚えると同時に，自分が学校
に受け入れられていることを実感したそうである。
　それだけではない。担任教師は，これらの表示を学
級の児童らに書かせたのである。慣れない文字に悪戦
苦闘しながら，時には表記の誤りもあったようだが，
児童らが書いた表示であることの意味は大きい。外国
につながる児童にとっては，同じ学級の児童らが自分
のために書いてくれた表示である。つまり，自分を受
け入れる学級風土を体感できたのである。
　さらに，担任は，学習発表会の演劇の中で，Ｃ児が
母語で発表する場面を設定し，学級全員でＣ児の活躍
を賞賛した。
　また，Ｃ児の担任は，Ｃ児が日本語の個別指導を受
けている時間に，学年及び学級の児童に向けて，度々，
全体指導をしている。その内容は，Ｃ児の母国の習慣
について教えるとともに，Ｃ児にとって必要なこと，
例えば，給食のラーメンはフォークを使って食べるこ
とや漢字の習得数は同一ではなく調整して示すなど，
周囲の児童にも，必要な配慮の理解を求めたのである。
そして，Ｃ児が困っていることなどについても，折に
触れ，周囲の児童に話していた。このような共通理解，
全体指導を行ったことで，Ｃ児への配慮は，周囲の児
童にとっては，特別視ではなく，必要な配慮として理
解されていった。
　Ｃ児のケースにおける基礎的環境整備は，一つの側
面として，母語による表示等がＣ児にとって過ごしや
すい環境となっていること，二つ目として，全体指導
により，学年及び学級の周囲の児童が，Ｃ児に対する
様々な配慮を特別視せず，むしろ必要な配慮であると
受け入れていることである。このような配慮によって
学級が安心して過ごすことができる居場所となってい
ると言える。これらの取組は，まさに，インクルーシ
ブ教育が求める基礎的環境整備と言えよう。
　こうした環境整備は，外国につながる児童生徒の



34 村　元　　　治

ウェルビーイングを支えるものである。
　ウェルビーイングの視点から興味深いのが，弘前大
学教育学部多文化リソースルームによる支援で作成さ
れた，ある小学校の個別の教育支援計画ⅻである。学
校生活上の配慮の中で「学級活動や行事を通して，日
本語の摂取量が多くなるよう座席や仲間づくりに配慮
し，文化の違いをお互いに尊重しながら友人関係をも
つことができる」とされている。その具現化に向けて
個別の指導計画では，その手立てとして「絵などを用
いて，身近な出来事や気持ちを表す語彙や表現を理解
し，会話の中で使えるようにする。」また「教師の指
示等が分からなかったとき，よくわかりません，どう
いう意味ですか，と聞き返したり，周りの友達に聞い
たりできるようにする。」としている。周囲の子ども
との関わりを保障しながら，聞き逃した内容を補填で
きるのである。
　外国につながる子どもにとって，日本語の習得は一
番の課題であることは間違いない。一方では，学級へ
の所属感や友達との関係構築について，不安を抱えて
いることが垣間見られる。これは，学校が感じている
困り感と大きく隔たりが見られる部分であり，教師は
もっと児童生徒の内面の安定に関心を持つべきである
と言える。
　野村らによって報告された「日本における外国人児
童のウェルビーイングに関する研究」ⅹⅲでは，その考
察において「外国人児童のウェルビーイングを向上さ
せるうえでは教師の存在が となることが示唆され
た。学校は外国人児童のウェルビーイングにとって大
きな影響を及ぼす環境であり，教師と外国人児童との
関係作りは何よりも重要である」と述べられている。
　ウェルビーイングの視点からは，外国につながる子
どもの教育において，日本語指導だけに関心が集中す
る状態は望ましいものではない。担任教師は，インク
ルーシブ教育の理念に立って，日本語が苦手な状況下
であっても，集団に帰属する安心感，また，周囲とコ
ミュニケーションを図りながら関係を構築する楽し
さ，ひいては，自分の居場所のある集団づくりに積極
的に取り組むべきではなかろうか。
（ 4）弾力的な学習評価
　最後に，Ａ児の学校の取組から，学習評価について
触れる。筆者が，指導主事として，外国につながる児
童の受入れにあたり，学校と協議する中で多く寄せら
れる質問に学習評価がある。日本に来たばかりの児童
は，所謂，教科学習にすぐ取り組むことが困難である
ことから，学校は，学習評価及びその記録等の整備（指
導要録や通知表）について不安になるのは当然である。

　外国につながる児童に限らず，学習評価については，
指導内容と評価の観点，そして評価内容が今後の成長
につながる手立てとして記録されるものである。
　特別支援学級に在籍する児童については，必要に応
じて特別支援学校用の様式を用い，定量化された評価
ではなく，見取った児童の成長を文章記載により評価
する旨，文部科学省より示されている。
　外国につながる児童の学習評価についても同様に捉
えることが妥当であり，教科学習の評価の観点に無理
矢理当てはめることは適切とは言えない。
　Ａ児の学校では，特別支援学級の学習評価の方法を
モチーフに，評価対象とする教科を精選し，児童の成
長ぶりを文章記載により，評価する方法とした。また，
保護者向けの通知表についても，Ａ児向けの様式を新
たに作成し，「やさしい日本語」ⅹⅳを用いた表現で本
児の成長ぶりを伝達した。
　この学習評価の取組は，Ａ児及び保護者にとって，
安心できる配慮であると同時に，担任教師にとっても
必要な取組であった。こうした評価の在り方も，イン
クルーシブ教育の理念に合致していると言えよう。

5　結語 ― 学校に求められること
　筆者は，指導主事として， 6年間，外国につながる
児童生徒の受入れと日本語指導の事業に携わってき
た。外国につながる児童生徒が転入するとなると，学
校は受入れに際し，指導や配慮の具体が見通せず，そ
の不安や混乱は相当なものであった。
　例えば，ある校長は「外国につながる児童生徒の転
入は非常事態と捉えている。教育委員会から加配教員
が派遣されるのか。」と述べたことがあった。
　また，他の校長は「登校開始を待ってほしい。本校
の教員の中には，外国につながる子どもを指導した経
験のある者がいない。研修の時間を確保したい。」と
述べた。
　最も多い要望は，支援できる母語話者を派遣してほ
しいということであった。
　これらから分かるように，本県における外国につな
がる児童生徒の受入れは稀なことであり，その指導に
ついて経験のある教員はほとんどいない。よって，外
国につながる児童生徒の在籍を想定すらしていない学
校がほとんどである。
　学級担任からは「学用品は，周囲と同じでよいか。」
「教科学習の内容はどこまで学んできたのか。」などの
質問が挙げられる。そして，最も多い悩み事として「母
語が分からないので，学習指導ができない。」「同学年
の児童と同等の学習成果を求められると苦しい。」と
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述べる。多くの教員は，外国につながる児童を日本人
の児童と同じように指導し，日本人と同じように学習
内容の定着を想定するなど，多文化共生に関する様々
な側面で認識の希薄さがうかがえる。
　このような状況下において，今後，学校には何が求
められるのだろうか。本研究のまとめとして，以下の
3点について述べたい。
　第一に，日本語指導が必要な児童生徒への教育支援
において，インクルーシブ教育の理念に立った取組を
行うこと。
　具体的には，外国につながる児童生徒のウェルビー
イングの視点に立って，集団活動への積極的な参加，
居場所づくりに向けた取組，適度な役割分担や活動，
違いを認め合う風土やルールづくり，児童同士の人間
関係を構築する活動などの充実を図ることである。ま
た，教育相談等による内面への寄り添いも重要な要素
である。児童生徒が深刻な心理状況に至る前に不安を
聞き取ったり，悩みを解決したりすることが求められ
る。そして，このような配慮は，次に述べる教育支援
計画に明確に位置づけられるべきであろう。
　第二に，一人一人の外国につながる児童生徒の実態
を十分把握した上で，個別の教育支援計画及び個別の
指導計画を策定し，教育課程に明確に反映させること。
　個別の教育支援計画や個別の指導計画を学校として
策定すること，そこに第一に述べた取組を入れ込んで

いくことが大切であろう。今後，多文化共生に係る研
修会等において，外国につながる児童生徒の教育課程
の編成に係る具体を提供することが求められる。
　第三に，日本語指導について，学校全体で指導体制
を構築し，組織的に取り組むこと。
　外国につながる児童生徒が在籍する学級担任の負担
は大きい。当該の児童生徒への指導，支援はもとより，
周囲の児童生徒への指導や配慮も必要となる。学校と
して，どのように日本語指導に取り組むか，そのため
の組織はどうあればよいかなど，学校全体の問題とし
て捉え，指導体制づくりが求められている。
　生活言語と学習言語の両輪で指導すること，定期的
なアセスメントに基づく指導計画の見直しの必要性な
ど，日本語指導に関する基本的な捉えや方法を身に付
けている教員はほとんどいないのが，青森県の現状で
ある。今後は，これからの時代に必須の基礎知識とし
て，多くの教員が身に付けていく必要がある。教育行
政には，そのための研修の機会を設定することが求め
られていると言えよう。
　これからの時代，外国人散在地域と言われる青森県
にも，外国につながる児童生徒は増えていくものと思
われる。そうした児童生徒のためにも，接する教員の
ためにも，インクルーシブ教育の理念に基づいた教育
支援が当たり前のものとなっていくことを期待したい。

ⅰ  弘前大学教育学部多文化リソースルーム（2021）『令和
2年度 文部科学省委託事業「多文化共生に向けた日本
語指導の充実に関する調査研究」報告書』 1頁

ⅱ  筆者は2016年度から弘前市教育委員会指導主事として
「帰国・外国人児童生徒日本語指導支援事業」を担当し、
弘前市に転入した外国につながる児童生徒の受入れ及び
日本語指導に携わった。

ⅲ  弘前市では、年度末に担当指導主事が「DLA（外国人
児童生徒のためのJSL対話型アセスメント）」を実施し、
児童生徒の日本語能力を診断している。

ⅳ  日本語指導支援員の勤務日誌（活動記録）は、筆者が教
育委員会（弘前市教育センター）に出向き、閲覧・記録
した。

ⅴ  「障害による差別を解消し、誰もが分け隔てなく共生す
る社会を実現すること」を目的として2016年 4 月に施行
された。

ⅵ  文部科学省（2012. 7. 23）「 1．共生社会の形成に向けて
　（ 1）共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シ
ステムの構築」『共生社会の形成に向けたインクルーシ
ブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報
告）』より

ⅶ  弘前大学教育学部多文化リソースルーム（2022）『令和

3年度 文部科学省委託事業「多文化共生に向けた日本
語指導の充実に関する調査研究」報告書』、69 ～ 70頁

ⅷ  同上、91頁
ⅸ  同上、114 ～ 116頁
ⅹ  ただし、2020年度から開始された弘前大学教育学部多文
化リソースルームの支援においては、母語支援者が学校
に入るケースが増えており、保護者の通訳対応なども行
われている。

ⅺ  弘前大学教育学部多文化リソースルーム（2021）『令和
2年度 文部科学省委託事業「多文化共生に向けた日本
語指導の充実に関する調査研究」報告書』、 3 ～ 43頁

ⅻ  弘前大学教育学部多文化リソースルーム（2022）『令和
3年度 文部科学省委託事業「多文化共生に向けた日本
語指導の充実に関する調査研究」報告書』、33 ～ 34頁

ⅹⅲ  野村ほか 5名「日本における外国人児童のウェルビーイ
ングに関する研究」67頁（2019）『学校メンタルヘルス』
VOL22 

ⅹⅳ  法務省及び文化庁が推進する外国人に向けた在留支援の
ための簡潔で平易な日本語を言う。弘前大学社会言語学
研究室が提唱。災害時の緊急情報や行政情報を迅速にわ
かりやすく伝達することはもちろん、普段のコミュニ
ケーションでも有効とされる。


